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お客様各位 
平成 18年 3月 

システムライフ株式会社 
 

InterKX給与計算・法定調書、給与応援 Super 
  「概算・確定保険料申告書」の保険料率変更のご案内 

 
拝啓  時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。平素は、エプソン製品をご愛用くださり、厚く御礼申しあげます。 
さて、平成18年4月から適用される労災保険料率の改定にともない、概算・確定保険料申告書の資料作成時に保険料率
を変更していただく処理が必要となります。 
つきましては、InterKX 給与計算・法定調書で「概算・確定保険料申告書の資料」を作成する場合の保険料率の変更方
法をご案内させていただきますので、以下の手順にしたがい変更をお願いいたします。 
なお、この度の料率改定にともなう製品のバージョンアップはございません。 

敬具 
記 

  
１．労災保険料率の改定について 

平成 18年 4月 1日より労災保険料率が変更となります。 
引き下げが 23業種、引き上げが 13業種、据え置きが 15業種です。 
また、事業の種類のうち「その他各種事業」から「通信業、放送業、新聞業又は出版業」「卸売業・小売業、飲食店又

は宿泊業」「金融業、保険業又は不動産業」を分離独立させ、新たな事業の種類として設定されました。 
改定後の労災保険料率は、事業の種類により 1000分の 4.5から 1000分の 118までに分かれています。 

２．概算・確定保険料率の変更方法 
当システムにて概算・確定保険料申告書の資料を作成されるお客様は、次の操作で概算・確定保険料率を変更して

ください。 
① InterKX給与計算・法定調書 平成17年版を起動し、平成18年度のデータを選択します。 
② 処理月で４月または５月を選択すると、＜(労)保険料申告書の資料＞を処理することができます。 
（計算条件の「支給日の特別処理」が「翌月日付（特別）」に設定されている場合は、３月または４月を 
選択してください。） 

 

③ [給与]メニューから＜(労)保険料申告書の資料＞を選択します。 

 

データ選択・保守画面で、処理月４月または５月

を選択すると、このボタンが選択できます。 
（翌月支給の場合は３月または４月） 
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④ (労)概算・確定保険料申告書の資料の作成画面が表示されます。 
⑤ 保険料率の各欄には、初期値が表示されていますので、次のとおり入力します。 
  ・労災保険料率→事業に該当する労災保険料率を入力します。 

確定分には事業に該当する改定前の労災保険料率を入力します。（下図（Ａ）） 
概算分には事業に該当する改定後の労災保険料率を入力します。（下図（Ｃ）） 

  ・雇用保険料率→確定分、概算分ともに同じ率です。(雇用保険料率は変更ありません。) （下図（Ｂ）） 
  ・労働保険料率→確定分、概算分それぞれで、労災保険料率と雇用保険料率を足した率 

 を入力します。（下図（Ｄ）） 

 【(労)概算・確定保険料申告書の資料】入力画面 

 
 
 
 
－注意－ 
＜再計算＞ボタンを押すと元(初期値)の料率に戻ってしまいます。＜再計算＞ボタンを押した場
合は再度入力してください。 

⑥＜OK＞ボタンを押します。 
 
以上で、概算・確定保険料率の変更処理は終了です。 

３．「InterKX給与計算・法定調書 Ver.H17.1」のマニュアル誤記のご連絡 
お届け済みの「InterKX給与計算・法定調書 Ver.H17.1」のマニュアルに誤記がありました。 
「(労)概算･確定保険料申告書の資料」の作成画面に表示される保険料率の初期値につきまして、マニュアルに
は古い料率が記載されておりますが、実際に処理画面に表示される保険料率の初期値は、次のとおりとなり

ます。 
大変恐れ入りますが、マニュアルの該当ページの内容を以下に読み替えていただきますよう、お願いいたし

ます。 

(労)概算･確定保険料申告書の資料を入力する (７－５４ページ) 

     ・保険料率は以下の値を初期値としています。 
労働保険料 ２４．５０／１０００ 
労災保険料 ５．０／１０００ 
高年齢労働者 １９．５０／１０００ 
保険料算定対象者 １９．５０／１０００ 

以上、宜しくお願い申しあげます。 

（Ｂ） 

（Ｂ） 

（Ｃ） 

（Ｄ） 

（Ｄ） 

（Ｂ）雇用保険料率(確定分・概算分) 
事業に該当する保険料率を入

力します。確定分、概算分とも

に同じ率です。 

（Ａ）労災保険料率(確定分) 

事業に該当する(改定前)の 

保険料率を入力します。 （Ａ） 

（Ｃ）労災保険料率(概算分) 
事業に該当する(改定後)の 
保険料率を入力します。 

（Ｄ）確定労働保険料率 
（Ａ）労災保険料率(確定分)と（Ｂ）雇用保険料率(確定分)を足した率を入力します。 

（Ｄ）概算労働保険料率 
（Ｃ）労災保険料率(概算分)と（Ｂ）雇用保険料率(概算分)を足した率を入力します。 


